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【
安
芸
国
の
祖
神
】 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

速
谷
神
社 

禰
宜 

 

山
田
幸
博 

一
、
自
己
紹
介 

一
、
速
谷
神
社
の
略
記 

 

成
務
天
皇
（
十
三
代
天
皇 

一
三
一
～
一
九
〇
）
の
時
代
「
阿
岐
国
造
」
が
飽
速
玉
男
命
と
い
う
神
を
祀
っ
て
い
た
（
旧
事
本
記
～ 

平
安
時
代
初
期
） 

安
芸
国
の
祖
神
・
速
谷
神
社
の
祭
神
～
飽
速
玉
男
命 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
延
喜
式
神
名
帳
」（
九
二
七
）
に
記
載 

 

「
式
内
社
」・
・
・
千
年
以
上
続
く
由
緒
あ
る
神
社 

 

二
八
六
一
社 

➡

重
要
度
に
よ
り
官
幣
社
、
国
弊
社 

中
国
九
州
地
方
唯
一
の
官
幣
大
社
・
名
神
大
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
➡

そ
の
後 

厳
島
神
社
が
隆
昌
し
た
の
に
対
し
衰
退
の
途
を
～
江
戸
初
期
（
福
島
正
則
の
改
易
頃
）
社
殿
が
荒
廃→

広
島
藩
主 

 

浅
野
光
晟
（
み
つ
あ
き
ら
）
が
社
殿
造
営→

そ
の
後
は
藩
の
篤
い
崇
敬
が
続
く
。。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
➡

現
在
は
神
社
本
庁
が
指
定
す
る
別
表
神
社
（
全
国
で
三
百
数
十
社
、
広
島
県
九
社
）、
旧
社
格
国
幣
中
社 

 

一
、
神
道
の
起
り 

 
 

 

稲
作
、
農
耕
民
族 

自
然
発
生
的
に
誕
生 

～
祈
年
祭
、
新
嘗
祭 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
➡

昨
年
の
御
代
替
り
・
・
・
践
祚
の
式
、
即
位
礼
、
大
嘗
祭 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

・
第
十
代
崇
神
天
皇
（
三
世
紀
初
め
）
疫
病
で
多
く
の
国
民
が
亡
く
な
る
。
自
然
災
害
や
疫
病→

祭
祀
を
行
う
こ
と
が
最
終
的
な 

解
決
方
法
で
、
災
害
の
解
決
は
祭
祀
の
成
功
に
委
ね
ら
れ
る
。 
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一
、
神
と
は 

 
 

 
 

 

本
居
宣
長
「
古
事
記
伝
」
～
『
尋
常
な
ら
ず
優
れ
た
る
徳
あ
り
て
可
畏
き
物
を
迦
微
と
云
な
り
』 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

御
成
敗
式
目
（
五
十
一
ケ
条
）
の
第
一
条 

「
神
社
を
修
理
し
、
祭
祀
を
専
ら
に
す
べ
き
こ
と
」
に
続
き
『
神
は
人
の
敬
ふ 

に
依
り
て
威
を
増
し
、
人
は
神
の
徳
に
依
り
て
運
を
添
ふ
』 

 

一
、
全
国
の
神
社 

 
 

約
八
万
社
。 
明
治
三
十
九
年
頃
は
約
二
十
万
社➡

神
社
合
祀
令
（
明
治
三
九
年
～
四
三
年
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

約
八
万
社
の
大
ま
か
な
訳 

①
稲
荷
神
社
（
総
本
社―

伏
見
稲
荷
大
社-

宇
迦
之
御
魂
大
神
）
～
約
三
万
二
千
、
②
八
幡 

社
（
総
本
社―

宇
佐
神
宮-

応
神
天
皇
）
～
約
二
万
五
千
、
③
天
神
（
天
満
）
社
（
代
表
的
な
神
社-

大
宰
府
、
北
野
天
満
宮 

ｰ

菅
原
道
真
公―

一
万
五
百
。
④
そ
の
ほ
か 

住
吉
神
社
約
２
千 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
、
神
社
の
祈
祷 

 
 

日
供―

毎
日
の
お
勤
め 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
般
的
な
祭
り
の
内
容―

①
修
祓
②
献
饌
③
祝
詞
奏
上
④
玉
串
拝
礼
⑤
撤
饌 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
➡

一
年
を
通
し
て
様
々
な
祭
り
を
行
う 

神
社
以
外
の
場
所
で
は
、
地
鎮
祭
、
竣
工
祭
、
神
葬
祭
等 
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（
参
考
） 

 

一
、
神
社
の
社
号
～
「
神
宮
（
じ
ん
ぐ
う
）」、「
宮
（
ぐ
う
）」、「
大
社
（
た
い
し
ゃ
）」、「
社
（
や
し
ろ
）」 

 
 

 
 

 
 

「
神
宮
」
～
天
皇
や
皇
室
の
祖
先
神
を
祭
神
と
す
る
規
模
の
大
き
い
神
社 

例―

熱
田
神
宮
、
石
上
神
宮
、
鹿
島
神
宮
、
香
取
神
宮
、
鵜
戸
神
宮
、
平
安
神
宮
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
宮
」 

～
皇
室
に
ま
つ
わ
る
人
物
や
、
人
間
神
な
ど
を
祭
神
に
す
る
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

例―

香
椎
宮
、
筥
崎
宮
、
北
野
天
満
宮
、
日
光
東
照
宮
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
大
社
」
～
出
雲
大
社
の
み
の
社
号
だ
っ
た
が
、
明
治
以
降
、
規
模
や
格
が
高
い
神
社
に
使
わ
れ
て
い
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

例―

出
雲
大
社
、
諏
訪
大
社
、
春
日
大
社
、
多
賀
大
社
、
熊
野
本
宮
大
社
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
社
」 

～
大
き
な
神
社
か
ら
祭
神
を
勧
請
し
て
い
る
小
規
模
の
神
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

例―

祇
園
社
、
稲
荷
社
、
天
神
社
、
八
幡
社
等 
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一
、
祭
神
の
分
類
～
大
き
く
分
け
て
三
系
統 

 
 

 

⓵
氏
神
型
～
在
地
の
氏
族
の
祖
と
し
て
伝
承
さ
れ
る
神
、
あ
る
い
は
そ
の
氏
族
を
守
護
す
る
と
信
じ
ら
れ
た
神 

 
 

 
（
例
）
大
神
氏
の
氏
神
大
物
主
神
を
祭
神
と
す
る
大
神
神
社
，
賀
茂
氏
の
氏
神
賀
茂
別
雷
神
を
祭
神
と
す
る
賀
茂
別
雷
神
社 

 
 

 
 

 
 

②
勧
請
型
～
大
元
の
神
の
分
霊
を
他
所
に
遷
し
て
祀
る
こ
と
を
勧
請
と
い
う
。（
例
）
稲
荷
神
社
、
八
幡
神
社
、
住
吉
神
社
、
神
明 

宮
（
伊
勢
神
宮
の
祭
神
「
天
照
大
神
」
を
勧
請
） 

 
 

 
 

 
 

③
人
神
型
～
人
間
を
神
と
し
て
祀
る
神
社
（
例
）
非
業
の
死
を
遂
げ
た
人
間
の
霊
の
祟
り
を
鎮
め
、
顕
彰
す
る
菅
原
道
真
を
祀
る
北
野 

天
満
宮 

 

 

一
、
神
社
の
祭
り 

 
 

 
 

 
 

⓵
大
祭
～
例
祭
、
祈
年
祭
、
新
嘗
祭
等
（
神
職
の
装
束―
正
服
～ 

冠
、
身
分
に
応
じ
た
袍
と
袴
を
着
け
る
） 

 
 

 
 

 
 

②
中
祭
～
歳
旦
祭
、
紀
元
祭
、
天
長
祭
等
（
神
職
の
装
束―

斎
服
～ 

冠
、
袍
、
袴
と
も
白
地
） 

 
 

 
 

 
 

③
小
祭
～
月
次
祭
、
日
供
祭
等
（
神
職
の
装
束―

常
服
～ 

烏
帽
子
、
狩
衣
と
身
分
に
応
じ
た
袴
） 


